別紙	岩手県福祉サービス運営適正化委員会

令和７年度福祉サービス苦情解決事業アンケート調査票
	法人名
	
	記入者名
	

	事業所名
	
	電話番号
	


　この調査は、令和７年７月１日現在の事業所の状況でお答えください。また、苦情解決の体制や苦情対応を法人が行っている場合は、法人の取組状況を適宜お答えください。

【基本情報項目】　該当する項目を一つチェックしてください。
１　事業所を経営する法人の種別
　☐地方自治体　☐社会福祉法人　☐営利法人（株式会社、持分会社）
　☐非営利法人（医療、学校、ＮＰＯ、社団、財団、宗教、協同組合等）　☐その他
Ⅱ　事業所の職員数（短時間労働者、派遣労働者等を含む実人員。短時間労働者の常勤換算不要）
　　☐10人未満　　☐10人以上30人未満　　☐30人以上50人未満　　☐50人以上
Ⅲ　福祉サービスの提供対象（事業所の中心となる事業・サービスで判断し選択）
　　☐高齢者　☐障がい児・者　☐保育児童　☐その他（住民全般・低所得者）
Ⅳ　事業所設置からの経過年数
　　☐5年未満　☐5年以上10年未満　☐10年以上20年未満　☐20年以上

【調査項目】
１　事業所（法人）における苦情解決体制
(1) 事業所（法人）の苦情解決の体制について、該当するすべてにチェックしてください。
☐苦情解決責任者を配置している。　☐苦情受付担当者を配置している。
☐苦情解決に関する第三者委員を選任している。
第三者委員とは、利用者と事業者の双方から中立・公正性、客観性が確保され、苦情解決を円滑・円満に進めるために法人や事業所が選任する委員のことです。
☐苦情解決規程を制定している。　☐苦情対応マニュアル（要綱、要領）を策定している。
☐苦情解決やサービスの質の向上に関する委員会を設置している。（名称は任意）

(2) 苦情等の記録について、一つ選んでチェックしてください。苦情等の申出があった場合の想定でも差し支えありません。
☐苦情の案件に加え、意見・要望の案件も記録している。
☐苦情と判断した案件のみを記録し、意見・要望といった案件は記録していない。
☐記録していない。

(3) [bookmark: _Hlk170819883]苦情解決の公表の取組について、一つ選んでチェックしてください。苦情の申出があった場合の想定でも差し支えありません。ただし、申立人が公表を望まない場合を除きます。
☐苦情内容の統計と苦情概要、解決・改善内容を公表している。
☐苦情内容の統計と苦情概要を公表している。
☐苦情内容の統計を公表している。
☐公表していない。
(4) 苦情解決の公表の方法について、該当するすべてにチェックしてください。苦情の申出があった場合の想定でも差し支えありません。公表していない場合はチェックは不要です。
☐事業報告書に掲載　　☐ホームページに掲載　　　☐広報紙に掲載（配布先が広いもの）
☐利用者や家族に向けたお便りに掲載　　☐事業所の掲示板に掲示

２　積極的な苦情の把握と福祉サービスの質の向上の取組
(1) 苦情受付体制の周知について、該当するすべてにチェックしてください。
☐ポスター等を事業所に掲示　☐パンフレットや広報紙に掲載　　☐ホームページに掲載
☐苦情受付体制に関する資料を利用者や家族に毎年配布している。
☐利用者や家族を対象とした集会や個別面談の機会に苦情受付体制を毎年説明している。

(2) 苦情や要望等の積極的な把握について、該当するすべてにチェックしてください。
☐利用者・家族を対象とした個別面談の機会に毎年、苦情・要望等を聞き取りしている。
☐利用者・家族を対象とした集会や行事の機会に毎年、苦情・要望等を把握している。
☐満足度調査、意向調査などで毎年、利用者や家族の意向を把握している。
☐投書箱、意見箱（類似の名称を含む）を常時設置している。

(3) 福祉サービスの質向上の取組について、該当するすべてにチェックしてください。
☐利用者の権利擁護、苦情対応やサービス評価に関する事業所内研修を概ね毎年実施している。
☐運営適正化委員会が開催するセミナーや情報交換会に概ね毎年参加している。
☐サービス実施マニュアル、要綱、要領などを概ね毎年見直している。
☐福祉サービス第三者評価を５年以内に受審した。（今年度受審予定も含む）

３　令和６年度の苦情の対応状況
　令和６年４月１日から令和７年３月３１日までに受け付けた苦情の状況をお答えください。
(1) 苦情受付の状況
受付件数（　）件　＊内訳の合計と一致させてください。
内訳　◎職員の接遇（関わり方、言葉づかい、態度、身なり等）　　　　　　　　　（　件）
　　　◎サービスの質や量（サービスの仕方、契約、提供量、設備、行事等）　　　（　件）
　　　◎サービスに関する説明や情報提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　件）
　　　◎利用料に関すること（利用料、負担金、修繕費、退居費用等）　　　　　　（　件）
◎被害・損害（物損、盗難、紛失、介護事故、ケガ）　　　　　　　　　　　（　件）
◎権利侵害（虐待、身体拘束、金銭横領、プライバシーの侵害） 　　　　　 （　件）
◎その他（近隣住民、実習生、ボランティア、取引先等からの苦情）　　　　（　件）
(2) 苦情解決の状況　＊受付件数の合計と一致させてください。
内訳　◎苦情受付担当者、業務担当者等の聞き取り、説明、情報提供等で解決　　　（　件）
◎苦情解決責任者と申出人との話し合いで解決　　　　　　　　　　　　　　（　件）
◎第三者委員が同席した話し合いで解決　　　　　　　　　　　　　　　　　（　件）
◎関係機関の支援、介入のもとに解決　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　件）
◎その他（話し合いが継続中、苦情取下げ、不調、利用の中止等）　　　　　（　件）
(3)　苦情対応事例について
　 　これまでに寄せられた苦情や要望・クレームの事例を可能な範囲でご記入ください。ご記入にあたっては、個人名、地名、固有名詞を匿名化してください。調査報告書への掲載の可否をご記入ください。調査報告書に掲載する場合は、内容を要約するほかプライバシー保護に配慮し、内容を改変する場合があります。調査報告書は当委員会のホームページに掲載します。
	★調査報告書への事例掲載の可否
	　 ☐ 可　 ☐ 否

	苦情の申出人
	☐利用者　　　 ☐利用者の家族・保護者　　　 ☐利用者の代理人

	
	 ☐利用者の知人・友人　　　 ☐地域住民　　　 ☐その他（　　　　　　　）

	苦情内容
	

	対応経過
	

	その後の状況
(改善したこと等)
	

	解決結果
	  ☐解決　　 ☐不調　　 ☐継続中　　 ☐その他（　　　　　　　　　　　　　）



●電子メールアドレスの登録のお願い
	電子メールアドレス


事業所の電子メールアドレスを登録いただきますと、運営適正化委員会が主催する苦情解決セミナーや苦情解決情報交換会（基礎編10回、応用編2回）等のご案内を直接送信させていただきます。次の欄にご記載ください。
ご協力ありがとうございました。≪調査票提出先≫ 岩手県福祉サービス運営適正化委員会
　E-mail：tekiseika@iwate-shakyo.or.jp
　FAX番号：019-637-9712
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